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集落機能再生に向けてⅠ（国が補正・支援する必要性）

高度経済成長期～ 平成～

地方への工場立地 経済の国際化により企業の 更なる国際競争の激化
社
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海外市場連動企業間競争の激化
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高齢化、人口減少が深刻化
若年層が地方から流出

農業の担い手は中高年層
集落機能の
低下

人材不足

国際競争力強化、行財
政効率化など一定の成
果は見られる一方で、
地方自らの努力のみで
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歪みが生じている資源管理お
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農山漁村における
兼業機会の増加

地域農業、林業、漁業が衰退

企業立地の減少、中小企業廃業、地場
産業の衰退

兼業機会減少

所得減少

歪みが生じている。

公共サービス
低下

活動の低下

活活

民間の力発揮のため
規制改革、特区制度

兼業機会減少

農工間格差是正
国が補正・支援する
必要性
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国土の均衡ある発展

数々の地域
振興法を整備

平成の市町村合併

地方の社会イン
フラ整備の推進

公共事業削減

地方財政不足

税収減少等

国の財政赤字深刻化

必要性

策策 振興法を整備 フラ整備の推進

地方分権が進展

公共事業削減
高齢化による歳出増、
平成不況に伴う国債大
量発行

国の財政赤字深刻化
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集落機能再生に向けてⅡ（国と地方の役割①）

地方自らの努力のみでは克服できないような歪みの補正・支援

○ 政策の基本方向の提示

国の役割国の役割 地方の役割地方の役割

地方自ら 努力 み は克服 きな ような歪み 補 支援

役割分担○ 企業・NPO等の新たな主体への
橋渡し

○ 国の果たす役割を受けて地域の
特性や実情を踏まえた自立的・持
続的な展開への努力

○ 市場での競争を支える土台づくり

○ 地方では担いきれないリスク・負

○ 集落機能の再生により地域自ら
が創意と責任をもって、更なる諸
課題の解決

担への対応
課題の解決

（農林水産省の果たす役割）

○ 「農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることに
より、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていること」（食料・農業・農村基
本法第５条）から、農山漁村の定住条件の整備は農政の重要課題として行うことが必要。

○ この施策により、国土環境保全や伝統文化の承継などの農山漁村の多面的機能の発揮
や都市への一極集中による弊害の是正など、広く国民全体に裨益。や都市への 極集中による弊害の是正など、広く国民全体に裨益。

○ 農業集落形成に伴い発展してきた集落機能を活用した施策を展開してきた農水省が、
集落機能再生のための施策を講ずることが不可欠かつ効率的。 2



集落機能再生に向けてⅢ（国と地方の役割②）

将来にわたり地域社会を維持していく仕組み ＝ 地域マネジメント法人の設立

地方自治体地方自治体農 林 水 産 省農 林 水 産 省

○ 法人の立ち上げ支援

○ 地方自治体の判断に基づく活動支援

法 げ支援

・ 組織づくり、計画づくり ・ 人材の育成

○ 活動の立ち上げ支援

○ 活動支援

・ 農林漁業 ・ 都市農村交流

・ 人材派遣

・ 財政支援

助言 指導・ 農山漁村の環境保全

・ 地域資源活用

○ 法制度

・ 助言・指導

・ 関係機関との調整

・ 振興計画等への位置付け

役割分担

○ 活動支援、法制度等

振興計画等への位置付け

地域住民等地域住民等

各 省 連 携各 省 連 携

・ 介護・医療 （厚生労働省）

・ 産業活動 （経済産業省）

○ 法人の構成員

○ 活動の主体

・ 交通・住宅 （国土交通省）

・ 地方自治体支援 （総務省） 等

○ 会費・出資・寄附
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地域住民・自治体・ＮＰＯ・団体・企業等

地域マネジメント法人支援のイメージ

民

合意
法人の立ち上げに係る支援
組織づくり、計画づくり
人材の育成 など

地域マネジメント法人設立
（会社、ＮＰＯ法人等）

事業実施 活動の立ち上げへの支援

定住・交流に資する以下のような分野の事業を対象
① 生活支援サービス
・介護サービス、配食サービス等の高齢者の生活支援
・交通弱者の移動支援 等

各省連携による支援

活動の円滑化のための法制度

② 環境保全活動
・森林保全活動
・景観形成活動 等

自治体の独自支援

地域住民による自主的な活動

③ 地域活性化事業
・観光資源を活用したグリーン・ツーリズム
・バイオマス資源等を活用した特産品開発
・豊かな生態系・伝統的景観を活用した地域活性化 等 環境保全の取組に対する支援

（国民が広く受益）

企業、団体、地域外からの支援

民
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